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救護施設が実践する公益的な取組について 

 救護施設の強みを活かした事例 





はじめに 

 平成 28年 3月 31 日の衆議院本会議において可決・成立し、平成28年 4月
1日より施行された改正社会福祉法（「社会福祉法等の一部を改正する法律」）の
法第24条第 2項に「地域における公益的な取組」が規定されたことを機に、本
会調査・研究・研修委員会では各施設の実践事例を元に、救護施設が行うこと
ができる公益的な取組の方向性について検討を重ね、このたび 21の事例をとり
まとめました。法第24条の責務規定にあてはまるもののほか、これまで行って
きた救護施設ならではの強みを活かした幅広い取り組み事例や地域の実情に合
わせて行っている活動等、様々な事例も掲載しています。 
 救護施設ならではの取組の方向性としては「退所者を含む生活困窮者」を対
象とすることや、支援を必要とする人について「社会的つながりを回復・維持
し、地域社会の一員として充実して活動するための支援」を行うことが考えら
れます。これまでも救護施設は、他種別の施設の対象とならない人や制度の狭
間にある人に対して支援を行ってきましたが、こんにち生活困窮者への支援が
国の重要施策となり、救護施設の果たす役割と機能への期待が社会的に一層高
まっています。全国救護施設協議会でも平成 28年度より「第二次行動指針」を
策定し、生活困窮者に対する支援や地域への公益的な取組を推進していること
は周知のとおりです。 
 事例は３つのカテゴリー（「1．社会福祉事業の延長線上に位置付けられる取
組」、「2．地域の特性等により生じたニーズに応える取組」、「3．地域住民に働
きかけることで地域の福祉力を向上させる取組」）に分けて整理しています。今
後、貴施設でさまざまな取り組みを継続、拡充していく際の、気づきや考え方
の参考となれば幸いです。 

全国救護施設協議会 調査・研究・研修委員会 
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１．社会福祉事業の延長線上に位置付けられる取組

事業名 施設独自の緊急一時保護事業

対象者名 ホームレスや犯罪被害者等、緊急で身の安全を確保する必要のある者

概要
・警察や民生委員、行政等の依頼により、一時保護の受け入れを行っている。
・一時的な生活の場を提供し、地域生活への移行等、対象者の自立に向けた支援を行っている。
・定員２名として、入所とは別の居住スペースを確保している。
・利用期間の制限は設けていない。過去最長の利用期間は260日。
・宿泊費は無料とし、食費は１日あたり1,400円で提供している。所持金がない場合は食費も無
料としている。
・一時入所事業とは異なる施設独自の事業として約15年前から行っている。現在までに90名以上
の利用実績あり。
・施設独自の緊急一時保護事業となるケース（一時入所事業との違い）には、①入所定員の関係
上、一時入所事業として認められない場合、②対象者が一時入所を含め施設への入所を拒否した
場合、③そもそも施設入所対象者として適応外（18歳未満の子ども）の場合等がある。

＜これまでに支援対象となった事例＞
・DV被害者
・年金を子どもに全て搾取されていた高齢者
・記憶喪失で保護された者
・更生保護施設で対応できなかった者

事業名 生活困窮者等への自主的な相談支援

対象者名 生活困窮者や制度の狭間にある者等、地域において支援を必要とする者

概要
・制度の狭間を補完するという視点から、相談支援や日常生活上の支援を行っている。
・対象者の希望や状態に合わせ、制度の利用が望ましい場合には、施設入所や障害福祉サービ
ス、介護保険サービス等へつないでいる。

・担当職員を配置し、人件費は法人が負担している。
・平日９：００ １８：００の間で随時対応している。利用は無料。
・生活困窮者自立相談支援事業所、行政、民生委員、病院等と連携しながら実施している。
・同一地域内の生活困窮者自立相談支援事業所では電話による相談支援が中心であるため、対応
しきれない部分を居宅訪問により支援している（施設の独自事業）。

＜制度の狭間にある者への支援事例＞
・介護保険サービス利用者に対し、サービス適用外となった部分の支援（買い物やゴミ出し、行
政の事務手続き等）を行っている。対象者に合わせ、同行あるいは代行にて支援している。対象
者数は常時20名ほど。
・保健師等からの依頼により、精神障害のある親に対し、子育て支援サービス制度の利用期限終
了後の支援（保育園の送迎同行や入浴の手伝い等）を行っている。対象者は乳児院に子どもを預
けていた親が多い。精神保健福祉士資格を持つ職員が担当し、病院ソーシャルワーカー等とも連
携して実施。
・母子家庭世帯や自己破産をした方等を同一地域内で食料品の無償提供（家庭で余っている食料
品を集め、食料の確保が困難な団体や個人へ寄付する事業）を行っている事業所へつなげてい
る。

ポイント

ポイント
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事業名 国の保護施設通所事業の対象外の者への通所等受け入れ支援

対象者名
施設退所者を含む、居宅で継続的して自立した生活を送るうえで支援が必要な
者のうち、通所事業の対象にならない者

概要

・地域生活の継続を目的とし、国の保護施設通所事業と同様の支援を提供している。
・日中活動の場の提供に加え、相談支援や生活支援（買い物、通院、送迎、金銭管理、健康管
理、諸手続き等）を行っている。

＜取り組み事例のポイント＞
・被保護者に限定をしていない。
・きめ細やかな対応を行うため、担当職員を配置している。
・本人負担は一部を除き無い。（昼食は300円、旅行等の行事参加は実費。）
・居宅訪問の際には、生活支援を実施するとともに、必要に応じて、対象者の就労先に出向き、
勤務状況の確認や就労先との関係調整を行うこともある。

事業名 施設退所者への継続支援

対象者名 地域生活へ移行した施設退所者

概要

・地域生活の定着のため、施設退所後も施設職員が継続して見守りや配食等の支援を行ってい
る。
・本来、地域生活者への支援は、同一地域内にあるサポートセンターが行うことになっている
が、対象者とサポートセンターとの関係が十分に構築され、地域生活が安定するまでの間、施設
が仲介している。

事業名 認定就労訓練事業（中間的就労）

対象者名 生活困窮者

概要
・就労訓練事業所の認定を受け、就労訓練の機会を提供している。
・自立相談支援機関と連携しながら（自立相談支援事業の支援調整会議メンバーとして法人が参
加）、一般就労につなげていくことを目的に実施している。

事業名 在宅障害者の機能訓練に関する支援

対象者名 地域の在宅障害者

概要

・機能の維持を目的とし、理学療法士、作業療法士、視覚障害者歩行訓練士等による訓練の機会
を提供している。
・障害者総合支援法の機能訓練は有期限のため、本人が継続した訓練を希望しても打ち切りとな
るケースが多いことから実施に至った。
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２．地域の特性等により生じたニーズに応える取組

事業名 福祉等に関する地域相談窓口の自主的設置

対象者名 地域において福祉的ニーズをもった世帯

概要

・地域のニーズに幅広く対応するため、高齢者、障害者、生活困窮者等と対象を限定せず、「く
らし安心相談」として門戸を開いている。施設の相談員が随時対応。
・市中心部より15kmほど離れた地域に位置し、社会資源としての相談窓口がないことから開設
に至った。

事業名 単身高齢者世帯等を対象とした見守り・送迎支援

対象者名 地域の単身高齢者世帯、高齢者夫婦世帯

概要

・対象者宅を担当職員が定期的に訪問し、安否確認、相談支援を行っている。民生委員と情報を
共有しながら実施。
・台風接近等の緊急時には、災害発生に備え準備を手伝い、施設での避難受け入れを呼びかけて
いる。
・歩行が不安定な方や車椅子を使用している方からの要望により、地元老人会の行事の際、施設
車輌での送迎支援も行っている。

事業名 施設所有リハビリ機器等の在宅障害者等への開放

対象者名 地域の障害者、高齢者

概要
・施設が所有しているリハビリ機器や健康機器等を自由に使用できるよう開放している。
・このような機会を設けることで、機能回復や健康状態の維持を図っている。
・施設だよりやホームページ、地域の自治会長を通じて周知している。

事業名 地域の単身高齢者世帯のための除雪支援

対象者名 地域の単身高齢者世帯等

概要

・積雪時、施設職員がタイヤショベル等を使用し、施設周辺の対象者宅の除雪を行っている。
・車道は自治体により除雪が行われるが、歩道は対象外である。高齢者には除雪作業は困難であ
るため、支援している。
・社協でも除雪支援を行っているため、必要に応じ、申請のあった世帯宅に対しても実施してい
る。

事業名 単身高齢者世帯への会食等の機会の提供

対象者名 地域の単身高齢者世帯（75歳以上）

概要

・閉じこもりがちの単身高齢者世帯を対象に、観光、買い物、施設での会食やレクリエーション
等を企画し、年２回程度開催している。移動には施設所有のバスを使用。
・地区社協・民生委員・ボランティアの会等と連携して実施している。
・定期的に開催することで、参加者同士が顔なじみとなり、地域のつながりが創出されている。
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事業名 地域の車椅子利用者のための通院支援

対象者名 地域の車椅子使用者

概要

・通院の際、施設が所有する車椅子対応車輌にて送迎を行っている。家族も同乗。
・利用は無料。万一の事故の際には、施設利用者と同様に保険を適用する。
・同一法人内障害者支援施設にて機能訓練を受けている方からの要望により開始に至った。通院
時間に合わせ、施設利用者の処遇に支障をきたさないよう法人内職員で調整しながら実施してい
る。
・車椅子対応のタクシーもあるが、台数が少なく、前もって予約していないと利用できない状況
にあることから実施に至った。

事業名 共働き世帯等の子どもを対象とした日中活動支援

対象者名 共働き世帯等、日中を一人で過ごす時間の多い家庭の子ども

概要

・施設で行っている作業内容を活かした工作教室を開催し、日中の活動の機会を提供している。
・地域の学童保育所に施設職員（作業担当職員）が出向いて実施するほか、児童が施設に来て施
設利用者と共に作業を行うこともある。
・長期休暇期間に実施している（夏休み・冬休み中各1回）。

事業名 保護観察処分対象者や補導少年を対象とした自己有用感育成支援

対象者名 保護観察処分対象者、補導少年

概要

・保護観察処分対象者の社会貢献活動、家庭裁判所の補導委託制度に協力し、実習を行ってい
る。依頼があった際に随時受け入れを実施。
・入所利用者と関わる中で、自身を内省し、自己有用感の醸成に資することを目的としている。
・実習内容は、施設内での介護の補助や掃除など。

事業名 大規模災害における復興支援

対象者名 東日本大震災の被災者

概要

・仮設住宅において、引きこもり等の問題の解消を目的とし、露店や子どもを対象としたゲーム
イベント等を行っている。露店では様々なファーストフードや各地域の名産品等を無償で提供し
ている。
・震災後から定期的に年３回、有志の施設が合同で実施している。食材や支援者の交通費、宿泊
費は各施設が負担している。
・特に復興が遅れている福島第一原子力発電所（相馬、新地町）の周辺で活動している。
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事業名 地域の視覚障害者向けＩＴ機器操作講習会の開催

対象者名 地域の視覚障害者

概要
・施設の専門性を活かし、ＩＴ機器(主として音声パソコン）の操作を覚えていただく講習会を開
催している。
・ニーズがある割に習うことの出来る場所が少ないことから、開催に至った。

事業名 精神障害者やその家族の生活支援・家族会の事務局委託

対象者名 精神障害者およびその家族

概要

・精神障害者家族会の事務局を施設で引き受けている。
・会計等の事務作業のほか、県内に複数ある家族会と連絡を取りながら、会議の開催や行事の取
りまとめ等を行っている。
・家族会からの会費と行政からの多少の助成金のほかは、施設負担により運営している。
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３．地域住民に働きかけることで地域の福祉力を向上させる取組

事業名 地域の障害者等への災害時の地域支援連携づくり

対象者名 地域の障害者や高齢者等、地域生活において何らかの支援を受けている者

概要
・災害時に障害者や高齢者等を受け入れる等の協定を、町内会と取り交わしている。
・いわゆる「災害弱者」の避難先（居場所）を確保することが目的。
・町内会と連携して対象者の情報を共有している。

事業名 地域住民のための交流活動

対象者名
地域住民（生活困窮世帯の子ども、グループホーム入居者（障害者・高齢者）
を含む）

概要

・地域内の人間関係が徐々に希薄となり、特に障害者や高齢者、生活困窮世帯が孤立しがちであ
ることから、住民の相互交流を目的とし、年１回餅つき大会を開催している。
・ボランティア団体と連携して実施。
・この活動を通して住民同士の関わりが生まれ、相互理解が深まった。
・交流する中で障害者との接し方を自然に学ぶなど、子どもの福祉教育の場となっている。

事業名 地域住民のための介護講習会の実施

対象者名 地域住民

概要

・障害者への介添え方法や車椅子の操作方法など、介護に関する基礎的な知識や技術を習得して
もらうことで、施設退所者や在宅介護世帯の生活を地域全体で支えていくことを目的に実施して
いる。
・自治会からの要請により開催に至った。
・施設の体育館を使用し、年２回開催している。

事業名 地域住民に向けたリハビリ教室の開催

対象者名 地域住民

概要

・理学療法士、作業療法士等の専門職を講師とし、リハビリ教室を開催している。
・身体機能に不安を抱える住民からの要請により、開催に至った。
・無理のない身体の動かし方を学び、定期的に身体を動かす習慣を作ることで、身体機能の維
持・向上を目指している。

事業名 地域住民の健康維持・向上支援

対象者名 地域住民

概要
・近隣の社会福祉法人が合同で「地域支援プロジェクト」を立ち上げ、介護教室や音楽療法等を
地域で開催している。
・住民からの要請を受け、依頼元へ出向いて実施している。
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厚生労働省通知

社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について

 改正社会福祉法（「社会福祉法等の一部を改正する法律」）の法第24条第２項に盛
り込まれた「地域における公益的な取組」は、社会福祉法人が本来果たすべき役割を
明確化するため、責務規定として創設されました。

 平成28年４月施行分である「地域における公益的な取組を実施する責務」に係る通
知「社会福祉法人の『地域における公益的な取組』について」（社援基発0601第１
号）が平成28年６月１日に発出されています。この中では、「地域における公益的な
取組」を行ううえでの趣旨や内容（取組の要件やその意義）、実施の際の留意事項が
示されています。

 要件について３点挙げられています。（以下列挙）
①社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること
②日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること
③無料又は低額な料金で提供されること

 また、個々の法人の取組の該当性を判断する際の参考となる考え方、および改正法
第55条の２に規定される「地域公益事業」との関係について図示したものが別添資料
として付け加えられています。

 詳細は次頁以降をご覧ください。
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救護施設が実践する公益的な取組について 
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        全 国 救 護 施 設 協 議 会

       〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
           全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内
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